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社会資本整備審議会建築分科会 

建築物等事故・災害対策部会（１１回） 

２００８年２月４日 

 

 

【事務局】  本日は、お忙しい中ご出席いただきまして、また足元の悪いところ、まこ

とにありがとうございます。私は、事務局を務めさせていただきます○○の○○でござい

ます。よろしくお願いいたします。 

 本日は、マスコミ等の取材希望がございますので、よろしくお願いいたします。またカ

メラ撮りにつきましては、配付資料の確認の終了後までとなっておりますので、よろしく

お願いいたします。なお、部会の議事につきましては、分科会に準じまして、プレスを除

き、一般には非公開となっております。また議事録は、委員のお名前を伏せた形で、イン

ターネットなどにおいて公開することといたしたいと存じますので、あらかじめご了承く

ださい。 

 初めに定足数の確認ですが、本日は委員総数の３分の１以上の委員の方々にご出席いた

だいておりますので、社会資本整備審議会令第９条によりまして、本部会が成立しており

ますことをご報告申し上げます。 

 それでは、ここで資料の確認をさせていただきます。お手元の配付資料の一覧、議事次

第の次のところにありますけれども、ごらんいただきたいと思います。資料１、第１０回、

前回の議事要旨（案）でございます。資料２、最近の主な事故事例についてでございます。

資料３でございます。豊田スタジアムスポーツプラザ屋内プールの天井脱落の現地調査に

ついてという資料でございます。 

 資料４は、取りまとめの関係で、３つございます。資料４－１は「とりまとめ（案）」概

要でございます。資料４－２、「とりまとめ（案）」本体でございます。実は、この資料４

－２の落丁がございまして、申しわけございません、今、用意させていただいていますの

で、後ほど差しかえをさせていただきたいと存じます。説明の前までには間に合うかと思

います。それから資料４－３が、「とりまとめ（案）」にいただいたご意見と、その対応状

況ということでございます。資料５は定期報告制度等ワーキンググループの設置について

でございます。 

 以上、資料１から資料５まででございますけれども、不足などがございましたら、事務
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局までお知らせいただきたいと存じます。よろしいでしょうか。 

 なお、委員におかれましては、配付資料１でございますけれども、毎回恒例でございま

すが、議事要旨につきましてご意見などがありましたら、来週いっぱいまでに事務局まで

お申し出いただきますよう、よろしくお願いしたいと存じます。 

 それでは、議事運営につきまして、部会長、よろしくお願いいたします。 

【部会長】  おはようございます。本日は、皆様、足元の悪いところ、また寒いところ、

ご出席いただきましてありがとうございました。ただいまから第１１回建築分科会、建築

物等事故・災害対策部会を開催いたしたいと思います。 

 それでは、議事次第に沿いまして、本日の議題を進めてまいりたいと思います。資料１

の議事要旨につきましては、皆様ご確認の上、訂正事項等がございましたら、来週までに

事務局に報告をお願いしたいと思います。その後、ホームページ等での公開の手続に進ま

せていただきます。 

 それでは、まず議事次第の議題でございます。１、２が終わりまして、３の報告、建築

物等における最近の主な事故事例、それと豊田市のプールにおける天井落下事故について、

事務局から一括して説明をお願いいたします。 

【事務局】  それでは、資料２、Ａ４横の資料でございます。最近の主な事故事例につ

いてということで、今回も、前回以降新たに報告がございました事故について、ご説明を

申し上げたいと思います。 

 ４ページでございます。まず建築物の関係の事故報告でございます。４ページにござい

ます今年１月６日、これは後ほど資料３で詳しく説明がございますが、愛知県内のスポー

ツ施設で、天井の部材、ボードが落下するという事故がございました。これは後ほど詳し

く説明がございます。 

 それからエレベーターの事故でございます。１２ページでございます。今年に入ってか

らの報告ということで、いくつかございます。まず１２ページの真ん中から下ですが、１

月１１日、都内で、５階からエレベーターに乗り込んだ男性が３階でおりた後、扉が開い

たままの状態でかごが急上昇し、７階を１メートル過ぎたところで停止したという報告が

ございます。これは、リレー部分に溶着が起こっていたのではないかということですが、

今、行政庁を通じて、詳しい原因について報告を求めているところでございます。また、

保守管理をしていたところ、あるいはメーカーサイドからも報告をいただくことになって

おります。 
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 それから１月１７日、大阪府内でございますけれども、閉じ込め事故が起こったという

ことで、扉の敷居に異物が挟まっていたことが原因ではないかということでございます。 

 １月１９日、これも７階床面の２０センチ下ほどで停止をしたということでございまし

て、安全装置が誤動作をしたという報告を受けております。 

 次のページ、１月２０日、静岡県内のエレベーターでございますけれども、これは、メ

ーンロープ、主ロープのストランドが１本破断したと。その破断した部分がいろいろとエ

レベーターの機器を破損させたことが原因になって、エレベーターが途中で停止して、閉

じ込め事故が起こったということでございます。 

 １月２１日、大阪府内のエレベーターでございます。これは原因不明でございますけれ

ども、緊急通報がございまして、管理会社が駆けつけたときには、中にいた方は既に自力

で脱出をしていたということで、２０分ほど閉じ込めがあったということです。詳しい原

因などはわかっていないということでございます。 

 １月２２日、福岡県内のエレベーターでございます。これは、移動中に非常停止装置が

作動して停止をしたと。その後、救出をされたわけでございますが、原因がよくわからな

いまま再度運転を再開していたところ、後刻、また同じような状況で非常停止装置が作動

して、停止したと。いまだに原因はわかりませんが、原因調査中ということでございます。 

 続きまして、２枚めくっていただきますと、１５ページでございます。これは、従業員、

作業者の方のエレベーター事故でございます。去年１２月１８日、愛媛県内でございます

けれども、４階からエレベーター下部の点検を行っていた点検作業員の方が誤ってピット

に転落をしたという事故でございます。 

 それから２３ページ、簡易リフト関係でございます。これも作業員の方ですが、１２月

１７日、簡易リフト、うどん屋さんということでしたが、従業員の方が、上部のすき間か

ら、２階から１階に物を送ってのぞき込んでいたところ、誤って下降ボタンを押してしま

ったために、上枠の部分と扉の部分の間に首を挟まれてしまったという事故が起こってご

ざいます。 

 最後になりますが、遊戯施設関係の事故報告が２件ございます。最後の３１ページをお

開きください。昨年１２月１４日、これは大阪府内の遊戯施設でございます。フリーフォ

ールと呼ばれる、上から自由落下して落ちるような遊戯施設でございますが、そういった

施設で、その上の部分の軸受け、ベアリングの部分から異常な音が聞こえてきたというこ

とでございまして、運行を休止して確認したところ、ベアリングが破損していたという状
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況でございまして、運行を中止したということでございます。 

 それから年末、報道などもございましたが、１２月３１日、福岡県内、北九州市内にご

ざいます遊園地でございますけれども、ここで、ジェットコースターでございますが、ホ

ームに到着するときに３両目と４両目の連結器が外れて、駅舎の手前で後ろの３両が前３

両に追突して、１３名の方が負傷されたという事故がございました。原因については、今、

警察を含めて調査中だということでございます。 

 資料２は以上でございます。 

【事務局】  続いて、資料３についてご説明したいと思います。 

 豊田スタジアムスポーツプラザ屋内プールの天井脱落の現地調査についてということで、

今年１月６日午前８時５５分ごろに第１回目の脱落が起こって、その数分後、また２度目

が起こったということでございます。翌日、１月７日に、建築研究所と国総研それぞれ各

１名、材料の専門の者と生産系の専門の者が２人で現地調査を行いました。 

 現地では、写真等は後でお示ししますけれども、落下した天井板を採取して、含水状態

に変化がないようにビニール袋に封印して持ち帰って、つくばで物性特性等の確認試験を

行っております。 

 この建物でございますけれども、２ページ目に行きまして、平面図と矩計図がございま

す。矩計図をごらんになっていただきますとわかりますように、スタンドがありまして、

その横にコンコースがあると。この部分が外気に面しておりまして、この下が地下１階、

そして地下２階ということで、吹き抜けのプールになってございます。図中、赤い線で四

角く囲った部分が、天井が落下した横方向の矩計、断面ということです。 

 上の平面図にありますように、横にウオータースライダーのあるプール、プール２とい

うところから４レーンのプールまで、長細い空間ですけれども、赤い部分、４メートル×

２０メートルぐらいの天井が落下したということでございます。 

 ３ページ目に行きますと、これを横方向から見た写真等があります。図４は天井の脱落

箇所ですけれども、赤い円でかいてある部分が最初に脱落して、その後、２回目の脱落は、

赤い線のあるほうから、順次、左側のほうに向かって脱落したということでございます。

屋内プールの天井ですけれども、在来工法の天井でございまして、つり長さが大体２メー

トル、天井の張り方は、下地張りの天井板の下に仕上げの天井板ということで、６ミリの

けい酸カルシウム板が下地張りで、仕上げとしては耐水性ロックウール吸音板が張られて

いたということで、最大高さ８メートルぐらいのところから落下しているということでご
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ざいます。 

 次のページ、４ページに行きますと、脱落の状況ということでございますけれども、図

６、図７が、プールに落下した天井材ということで、ご覧になっていただくとわかります

けれども、野縁とか、野縁受けとかいう金属類はついていなくて、天井材、面材だけが落

ちているという状況でございました。現地で、水中に落ちたものでないところを実際に調

査した者がさわったところ、けい酸カルシウム板が指で比較的容易に曲げられる状態にな

っていたということでございます。 

 天井裏、天井材等の状況でございますけれども、５ページ目にございます図８は下から

天井を見上げたところですが、天井の表面にしみみたいな形で浮き上がったような状態に

なっていたということ。図９は脱落していない部分の天井ですけれども、赤い矢印で示し

たところは、遠目にも、天井面材と野縁とにすき間がありまして、浮いているという状況

でございました。 

 それから図１１をごらんになっていただきますと、つりボルトにおおむね縦に線があり

ますが、茶色く縦線が入っているということで、さびているという状況でございました。

それから図１３に示しますように、天井裏の状態ですけれども、こういう状態ということ

で、野縁材あたりにも少しさびのような色がついているという状況でございました。 

 ６ページは、現地から持ち帰りました天井面材等について少々試験をしたということで

す。実際に持ち帰った材料にビスをとめて引き抜き試験をしたということで、赤い○で示

しているのが現地から採取したものの結果でございます。この試験の後、絶乾状態にして

含水率をはかったところ、大体７０％ぐらいと。 

 それから、別途、同じ製品と思われる製品を調達しまして、それについて同じような試

験をした結果が「新品」というほうの試験でありまして、左から２番目の△でございます

けれども、気中では、１０％ぐらいで１本当たり大体３７０ぐらいの引き抜き強度があっ

たということで、これを水中に入れまして、７０％ぐらいの含水率にして試験をしますと、

２５０ぐらいということでございます。それから絶乾状態で試験をすると、５００ちょっ

と下ということであります。含水率が高くなると強度が下がるということははっきりしま

すけれども、現地で採取したものに比べて、実験室でやったものは少し強度が高目という

ことでございます。 

 ここまでが、一応現地調査と、それから現状でわかっていることであります。 

 今後の作業でございますけれども、豊田市で豊田スタジアム屋内プール天井落下事故調
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査委員会というものが設置されまして、「実験等」と書いてありますけれども、「実測等」

と直していただきたいですが、実測等を行いながら、３月末を目途に調査報告をまとめる

ということでございます。そちらの調査委員会の検討状況も踏まえつつ、つくばでは、現

地調査で採取した資料等について、今後さらに検討を進めていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

【部会長】  ありがとうございました。 

 それでは、以上の資料２と３のご説明につきまして、ご質問、ご意見を含めてご発言を

お願いしたいと思います。 

【委員】  今の天井脱落事故ですけれども、これは、材料の物性の変化というのと、こ

れは確かめないとまだわからないでしょうけれども、断面などを見ると、平らな天井がち

ょうど曲面になりかかるあたりという、その位置によって、つまり膨張だとか、そういう

影響があるのかもしれないという気がしますが、その点は検討されましたでしょうか。 

【事務局】  先生のご指摘のとおり、少し曲面があるということでございます。もし曲

面があるとしますと、そのことによって大きな力を受けるとすると、取りつけたときに、

ボードをある意味で無理に曲げますので、それによって、もともと引き抜き方向の力がか

かっている影響というのが一つあります。 

 それから、その後、湿潤状態になったと思いますが、そうすると、ボードが少し弱くな

ってきますと、今度は引き抜き力が弱くなるということがある。それから、湿潤状態にな

ると材料が伸びるのかどうかということも考えなければいけないというようなことがいく

つか残されておりまして、それから、建ててからこういう状態がずっと長いこと起こって

いたということで、かなり長期的な視点での検討などが必要だということで、いろいろな

原因とか、そういうのがありますので、今現在、具体的にどういうことをやったらいいか

ということがなかなか明確になっていないので、その点の検討をしているという状況です。

それにつきましては、実測等を豊田市の委員会でやられるということで、そういうデータ

がないと、そういう検討になかなか入れないという状況であります。 

【委員】  わかりました。 

【部会長】  他に何かご意見はありますか。 

 私からよろしいですか。今回はプールで発生しましたが、他にもこういう施設はあると

思います。１つは、今のお話のあった最後のページで、これは、建築材料とか工法的には

こういう関心は非常にあると思うのですけれども、まず設計行為がこういうものになされ
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ているかということ。それから、今ある施設に対して、どういう状態であるかということ

を国交省のほうでどのぐらい把握されているのかということをお伺いしたい。 

 設計例があるかどうかはどうでしょうか。それから２番目は、国交省として、こういう

事態をどのようにとらえるかという点をご質問したいと思います。質問というより確認で

すね。 

【委員】  私のほうから補足させていただきますと、最後のページに書かれている、豊

田市が設置した事故調査委員会のメンバーに私がなっておりまして、そこの検討状況を簡

単にご紹介しますと、ここに書いてあるとおり、結露がどういう状況であったのかという

ことを確認するために、実測等を近々行う予定があると。そういったことを含めて、先ほ

どのボードの強度低下がどの程度かということを踏まえて検討を進めるということではあ

りますが、一般にこういう天井が使われていると。本日の資料でいいますと、先ほど紹介

がありました２つ、１月１日にあった天井落下もほぼ同じ工法かと思います。こういう工

法はしばしば使われていると。 

 しかしながら、メーカー等のカタログを見ると、結露しないような状況で使ってくださ

いと書かれているということで、結露を防ぐようなことがどの程度実態的にされていたの

か、あるいはそういうような努力がどうされていたかという面も考えておく必要があるか

と考えております。すべての天井が落ちているというわけではありませんので、そういう

結露防止ということに対してどの程度配慮が関係者の間でされているかということかと考

えております。 

【事務局】  こういうものについての状況ですけれども、実は、大規模な天井落下につ

いては、宮城県の天井落下事故を受けて、緊急点検を実施しております。ただ残念なこと

に、このものについてはそれが行われていなかったということで、天井の高さとかを考え

て対象外だという判断をしたのかもしれないのですが、そういう意味で、改めて、必要に

応じてこういうものについての点検が必要になってくるのかなということでございます。 

 それからもう一つは、少しさびも生じておりますし、それから浮いているという状況で、

実際の点検の仕方自体も、どのようにやればよいかということを少し検討しなければいけ

ない課題かと考えております。 

【部会長】  ありがとうございました。 

 他に何か。 

【委員】  同じような事故がもう一つ、資料２の２ページの上から２番目に、やはりプ
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ールで事故があります。そういう意味では、この中で３件あるわけですが、特に今回、１

月１日あるいは６日は、その前が休日であったり、お正月休みでした。そういたしますと、

その間換気をどのようにしていたかということですね。当然換気をしなければ湿潤状態が

高くなるわけですから、そういう維持管理の問題をどういうふうに考えていくのか。私ど

もの範囲外かもしれませんけれども、その点のお考えをお示しいただけないでしょうか。 

【事務局】  おそらくそういう状況もあると思いますが、短期間に、正月休みのときに

これが急速に進んだというのは考えにくいと思います。ただおっしゃるように、引き金に

なったという可能性は十分ありますので、こういうものについての換気をどうするかとい

うことも含めて考えていかないと、おそらくプールなどではこういう事例が非常に多いと

思いますので、そういう意味での注意喚起は必要かもしれません。 

【委員】  ありがとうございました。 

【部会長】  他によろしゅうございますでしょうか。 

 今話がありましたように、日本全国で、他にもかなりある例だと思います。国交省のほ

うから、豊田市の委員会で報告が出されましたら、何らかの形でこの部会で報告をしただ

くことをお願いしたいと思います。よろしいでしょうか。それをお願いいたしまして、報

告事項をおしまいにしたいと思います。ありがとうございました。 

 それでは、次に議事次第の４、議事でございます。「昇降機、遊戯施設等の安全確保につ

いて とりまとめ（案）」について、事務局からご説明をお願いしたいと思います。 

【事務局】  前回、取りまとめの素案につきまして、先生方からいくつかご意見をいた

だいて、それを修正したものを、今年に入りましてから、ご意見募集といいましょうか、

正式なパブリックコメントとは違いますが、２週間ほど意見募集をさせていただきました。

その結果、４―３というところにまとめさせていただいておりますが、１１日から２５日

まで２週間行いまして、正確に言いますと１３の方から５３件のご意見をいただきました。、

主なものをまとめてみますと、次のようになり、これらについてどのように対応するかと

いうことを少しご説明させていただきたいと思います。 

 まず１つ、背景のところは、これは事実関係を正確に書きなさいというご指摘でござい

ますが、昇降機について、違法なものについては、「確認を受けないというのは問題だ」と

いう表現もございますが、木造の場合、ホームエレベーターを後づけする場合には、地域

とか、そういったものによっては確認を受けなくてもよい場合、防火・準防火地域以外で

ありますとそういうこともございますので、「絶対に受けなければいけない」というのは誤
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解を招くのではないかというご指摘がございました。これについては正確なご指摘でござ

いますので、右を見ていただきますと、従前は「確認を受けずに建築工事等が行われるこ

とは建築基準法の運用上あってはならない」という表現でございましたが、これについて

は、「基準法において義務づけられているにもかかわらず」ということで、義務づけられて

いる場合に、そういったことがあってはならないという表現で正確にさせていただいたと

いうことでございます。 

 それから２番目の現行制度の概要と課題でございますが、まず１つは、定期報告とか、

定期調査とか、検査の資格者についての処分の問題については記述してあるけれども、建

築士の場合はどうなのかということで、これも確かにそのとおりでございますので、「一級

建築士及び二級建築士については、粗雑な調査・検査を行うなど業務に関して不誠実は行

為をした場合は、建築士法第１０条により懲戒の対象となる」ということで、これは、程

度によりまして、取り消しから業務停止、戒告という中身に、建築士法上の処分が行われ

るということを明記させていただいたということでございます。 

 もう一つは定期報告率のところでございますが、特殊建築物についてしか書かれていな

くて、もともと遊戯施設とか昇降機はどうなのかということでございまして、このご指摘

もごもっともでございます。従前は、特殊建築物と建築設備について６割であるという表

現になっておりましたが、昇降機、遊戯施設について約９割、特殊建築物と建築設備につ

いて約６割ということで追加をさせていただいたということでございます。 

 ２ページが、早急に講ずべき施策でございます。まず１つ目は、設置時の基準を強化す

るということがございましたが、この部分について、戸開走行防止装置とか制動装置の二

重化は既存のエレベーターについても適用すべきではないかということでございます。こ

れは制度上難しい問題がございますが、次のような文章を追加させていただきたいと考え

ております。１つは、「これらの技術的基準の充実・強化に対応し、既設の昇降機及び遊戯

施設について、定期検査の機会を捉え、新たな基準の周知・改善指導を行うとともに、法

に基づく勧告・命令制度の活用等を図ることにより、これらの安全装置の設置・改修を推

進する必要がある」ということで、行政指導と、建築基準法１０条に基づく勧告とか命令

という制度がございますので、これらを活用して、既設のものについても設置を推進して

いこうという趣旨を追加させていただきたいということでございます。 

 ２つ目が、確認等の検査について、これは総務省の勧告でも指摘されているのですが、

遊戯施設については、機械とか設備の専門的知識を有する人にやってもらうべきではない
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かというご意見でございました。これは、既に９ページの中で、これらについて次のよう

な表現もございます。「十分にチェックが行われていない部分については、第三者の専門家

による性能評価を受けた上で国土交通大臣が認定する制度を検討する」ということでござ

いますが、これで対応させていただきたいと考えております。なお、それ以外のこともご

ざいますので、やはり主事等に対する専門的知識の習得とか審査能力の向上のための研修

等を実施するということも記載されております。これで代用したいということでございま

す。 

 （２）の使用時の安全確保のところで、まず定期報告制度でございますが、いわゆる資

格者による虚偽報告を防止するためには、地域法人といいまして、いわゆる届け出を受け

付けている法人がございますので、そういったところが立ち会いとか抜き打ち検査をする

べきではないかということでございますが、これについては、こういう地域法人がこうい

う行政的な行為をすることは困難でございますので、右にございますとおり、線を引いて

ある部分でございますが、今度計画をつくって取り込もうということになっておりますの

で、その中で、未報告者に対する報告の督促、報告内容に疑義がある場合の１２条５項に

基づく報告徴収、それから６項に基づく立ち入り検査、これはすべて行政庁が行うことに

なっておりますが、そういったことを行うことによって定期報告の的確な実施を図ってい

こうということで、これを記載させていただいたらどうだろうかということでございます。 

 もう一つは、資格者確認のために、閲覧と、定期報告の書面の中に資格者証の写しの添

付を義務づけることにしておりますが、閲覧があれば添付は要らないのではないかという

ことでございます。これは私どももいろいろ議論をしたのですが、やはりなりすましとい

いましょうか、名簿を見て、資格者ではない方が名前と番号を書いて出してくるというこ

とも想定されますので、本当にその資格者であるということを確認するためには、そうい

う資格者証の写しを添付していただくことが必要ではないだろうかと考えております。 

 次の維持保全のところでございますが、これについては、維持保全計画を作っていくと

きには、やはり製造者とか保守業者も参画をしなければいけないのではないかというご意

見がございました。これは非常に重要なご指摘だと思いますので、右のように、「計画を策

定されるよう」というところに、「製造者や保守業者の意見等を踏まえて」ということで、

そういった方々の意見を聞いて作っていくべきではないかということを記載させていただ

いたらどうかということでございます。 

 ３ページでございますが、事故情報の収集のところで、都道府県によりましては、事故



 -11-

報告を受けて、かなりいろいろな原因究明をみずから行っているところもございますので、

そういったところの情報も踏まえて検討するべきではないかと。これもごもっともなご意

見でございますので、右にございますとおり、「連携体制の整備による事故情報の収集」の

後に、「都道府県等が分析・検討した事故原因や再発防止策等の収集」ということも加えて、

これらも踏まえて対策を講ずるべきだという形に修正をしたらどうかということでござい

ます。 

 それから４の引き続き検討すべき課題については、これはこういうご意見もあると思い

ますが、基本的に昇降機とか遊戯施設というのは、建築物というよりも乗り物でございま

すので、基準法外の法体系を検討すべきといいましょうか、制度創設も視野に入れて検討

すべきだという意見もあるということを承知しておりますので、引き続き検討する中で、

こういうご意見も踏まえて検討していく必要があるということでございます。 

 最後のその他でございますが、これはおそらく保守管理業者の方からではないかと思い

ますけれども、製造者に対して、いろいろな技術情報とか性能に関する情報の提供を義務

づけるべきだというご意見ですが、これは、義務づけるようなものというよりは、むしろ

所有者の方が必要なものをきちんと製造者に対して求めていくということを徹底すればい

いのではないかということで、維持保全の計画策定の指針の中で明記していけばよいもの

と考えております。 

 これらについて修正いたしまして、資料４―２でございます。これは、改めてご説明す

ると長くなりますので、お手元の資料の８ページ、今後講ずべき施策のところからご説明

させていただきたいと思います。 

 まず設置時の安全確保ということで、これは、前回、１８年９月に、この部会で中間報

告をしていただいたときに、制御プログラムから独立した戸開走行防止装置の設置、制動

装置の二重化について義務化をすべきであるというご意見をいただきました。それから、

その後のいろいろな事故を踏まえまして、基準の明確化やフェイルセーフを考慮した基準

の整備等の技術基準の充実・強化が必要であるとまとめさせていただいております。 

 具体的な事例としては、ここにございますとおり、エレベーターの駆動装置の構造基準、

これは綱車の破損事故を踏まえて、こういったものに強度基準がないということがござい

ますので、そういったものを追加すべきではないだろうかと。 

 それから材料の品質基準、これは、鋼材を偽装すると言いましょうか、違うものに変え

るということもございますが、その明確な品質基準がないということでございますので、
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そういったものを決めるべきではないだろうかと。 

 それから遊戯施設の客席とか安全装置、これは、５月の事故を踏まえると、フェイルセ

ーフという意味で、１つの車輪が脱落したらすぐに大事故につながるのではなくて、少な

くとも転倒しないような構造にするとか、あるいはシートベルトが締められていないにも

かかわらず動いてしまうということもございましたので、そういったことがないような装

置の義務づけも検討すべきではないだろうかということでございます。 

 「また」以下は、先ほどもご説明したとおり、既存のものも、いろいろな改善指導とか、

勧告・命令制度の活用をして設置を推進していこうということでございます。 

 ②が確認等による審査ということで、これは、こういう動くもの系の審査が十分ではな

いというものについては、第三者の専門家による性能評価を受けた上で大臣認定をする制

度、これは既存のものもございますが、実は具体的例に書いてございますように、エレベ

ーターとか遊戯施設の運行を制御するプログラムを用いた安全装置とか非常止め装置につ

いてはこういう制度がございませんので、そういった制度の創設を検討すべきではないだ

ろうかということでございます。それから、少し研修を充実して、主事等の審査能力の向

上をあわせて行うべきであろうということでございます。 

 次の、使用時の安全確保ということで、まず１つは定期報告でございます。アのところ

にございますが、前回いろいろご議論をいただきました定期検査、調査につきまして、Ｊ

ＩＳの検査表示の内容などを盛り込んだ検査方法とか判定基準を明確化するということで、

これについては具体的な手続が遅れておりまして、今月の中旬に公布をする予定で、今、

進めております。これをできるだけ早期に実施して、その調査内容、方法とか判定基準の

周知を徹底していく必要があるということをここで記載させていただいております。 

 それから「また」以下は、定期調査の報告とか検査が十分行われていないという実態が

ございますので、そういったことを踏まえると、できれば次年度を想定しておりますけれ

ども、具体的な定期報告率の向上目標とか、そのために取り組むべき事項を少し計画にき

ちんと位置づけをしていただいて、その計画に基づいて、ここにもございますが、いろい

ろな報告の督促ですとか、１２条５項に基づく報告徴収、立ち入り検査等、それから違反

是正等をやっていく。あるいは悪質な業者に対する告発といったものに計画的に取り組ん

でいただくということで、この計画づくりをやっていただいて進めていったらどうだろう

かということでございます。 

 それから次のところ、「その際」というところが３行目にございますが、確認をとってい
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ないようなものがあった場合には、その中で巡回指導とか防災査察をやっていただいて、

その中で是正をしていただくことが必要ではないだろうかということでございます。 

 １０ページでございますが、次に資格者制度の見直しということで、１つは、講習とか

終了考査というものを、この資格をとるためにやっていますが、調査・検査内容とか判定

基準については十分ではないのではないかということで、そういったものに重点を置いた

ものに見直しをすると。それから、検査方法とかいろいろな法令も定期的に変わってまい

りますので、３年から５年ごとに定期講習を義務づけして、新しい検査方法ですとか、あ

るいは法令改正の中身について、きちんと講習をしていただくことが必要ではないだろう

かということでございます。 

 それから、今、資格者証というものがありませんので、そういったものを交付すること

にいたしまして、その手続をきちんと明確化すると。それから、その資格者名簿を閲覧で

きるようにして、さらに資格者証の写しを定期報告時に添付するということをやっていた

だいたらどうかということでございます。 

 ウは、使用時の基準といいましょうか、これは、実は今もいろいろなところから出てい

ますが、今の基準自体が非常に性能を規定しているという関係もありますけれども、劣化

してまいりましたときに、その違法性といいましょうか、適法性の確認が非常に難しいと。

例えばロープの強度というのは、外してみて強度試験をしないとわからないものですから、

通常の検査で違法かどうかの判断は難しいということがございますので、そういったもの

については、使用時にどういう状態になったらいけないかということを、これは法令上の

基準としてきちんと位置づけをすべきではないだろうかということで、例えば、疲労破壊

のようなものが生じるおそれがあるところには亀裂がないということ、あるいは、エレベ

ーターのロープのようなところについては、いわゆるロープ系の最低基準値を決めてしま

うというようなことをやっていくべきではないだろうかということでございます。 

 次の②でございますが、維持保全関係でございます。これは、維持保全計画を作ってい

ただくことになっておりますが、実際には、昇降機とか遊戯施設については通知レベルで

行政指導することになっておりまして、法令上にその明確な基準みたいなものが決められ

ていないものですから、これについては、やはり告示できちんとした指針を示して、それ

に基づいて的確な保全なり維持保全計画の策定をやっていただく必要があるのではないか

ということで、下にございますとおり、実施体制ですとか、点検とか検査、これはどうい

う点検とか検査をするか、あるいは部品の交換をどうするか、それから図書の作成・保管
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をどうするかということについて、少し指針をつくってやっていただいたらどうだろうか

と。 

 それから遊戯施設につきましては、特に運行管理の面がこの維持保全の中では重要にな

ってまいりますので、維持保全のための指針もあわせて決めるべきだろうということで、

１１ページにございますけれども、運行管理の実施体制、始業時・終業時の点検をどうす

るか、運行の基準、運行の仕方をどうするか、運行記録をきちんととっていただく、それ

から事故発生時の措置、こういったことについて決めていくべきだろうということでござ

います。 

 （３）でございますが、事故情報等の収集ということで、まず、今回行います定期報告

の見直しの中で、不具合情報の報告を義務づけたいということで、これは、この４月から

実施をしたいと考えております。 

 あわせて、これは行政庁単位で、やはり事故情報の収集、公表の仕組みをもう少し強化

していただこうと。大阪府などでやっている条例の制定ですとか、あるいは情報収集窓口

をちゃんとつくっていただくとか、広報とかインターネットによる周知をしていただくと

いうこと。 

 それから、これはかねてからお願いしているんですが、省部局との連携体制をつくって

いただいて、事故情報、いわゆる救急で運ばれた方の情報を得るというようなことを徹底

していただく。これはまだなかなか十分に徹底されていないものですから、そういうこと

をやっていただく必要があるだろうと。 

 それから、私どものほうでも収集窓口をきちんとつくっていく必要があるだろうという

ことで、関係部署、関係機関とも連携をとらせていただきまして、事故情報の収集等をき

ちんとやっていく必要があるだろうということでございます。 

 最後に、引き続き検討すべき課題、これは、とりあえず当面の対策というのは現行の基

準法の枠内でということでございますが、先ほどのご意見もございましたが、既存の法制

度を超えて、もう少し幅広く検討すべきではないかというご意見もございますので、今後

さらに、技術基準あるいは執行体制、いかに実効性を確保していくかということ、それか

ら維持保全とか運行管理の徹底をする方策などについて、引き続き検討する必要があるも

のと考えてまとめさせていただきました。 

 以上、資料の説明を終わらせていただきます。 

【部会長】  ありがとうございました。 
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 それでは、以上のご説明について、ご質問、ご意見を含めてご発言をお願いしたいと思

います。 

 これは、位置づけとしては、部会から建築分科会へ上げる報告になるのですね。初めは、

ご議論いただきました現行制度の問題点だとか、なぜこういうことに至ったのかというこ

とでございまして、今ご説明のありました、早急に講ずべき施策というものについては、

これに対して対応するということになりますので、主に３と４についてご紹介いただいた

わけでございます。この３と４の項目につきまして、ご意見、ご提案等がございましたら、

ご発言をお願いしたいと思います。 

【委員】  発言すると、自分で自分の首を絞めることになると思いますが、例えば今日

の資料２の１２ページ、１３ページに、エレベーターの最近の事故の例がございます。そ

れから、先ほどご説明のあった資料４―２の最後のあたりに、ヒヤリハット事例が公開さ

れるべきだということがありまして、資料４―２の１１ページの真ん中あたりに、「再発防

止策等の収集、共有化を促進する必要がある」と、これは非常によろしいといいますか、

方向性としては正しいと思いますが、一方で、今、申し上げましたように、例えば資料２

の１２ページから１３ページにかけて、一体どれが致命的な事故であり、どれが未来にお

いてあまり問題にはならないけれども、機械的なチェックで、忘れてしまってもいいよう

な事故なのかということの判断を、我々はあまりやっていないのではないかと。 

 せっかく事故事例が報告されてきても、それを次のステップにどうするのかということ

が、少なくともこの資料には書いていないので、できれば今後、こういうものが上がって

きたら、せめて、資料２をどのように今後展開していくかということについては、何らか

のご判断をいただければと思っています。 

【委員】  今おっしゃったように、情報の収集は盛んにすべきと考えます。私は国民生

活センターに勤めておりますが、年間に１００万件以上の情報を収集しておきながら、そ

の情報をなかなか提供しないじゃないかと、よくおしかりを受けております。この３ペー

ジの一番下のほうにもありますように、本来は事業者自身が情報提供すべきなのです。し

ないのであれば義務づけるべきではないかと思います。事務局から、これは所有者等から

製造者に対して求めるべきだとおっしゃいましたが、私も何もかも義務づけるというのは

どうかと思いますけれども、このような意見が寄せられているというのは、なかなか情報

が伝わっていないのが実態なのではないでしょうか。 

 だから、そのような努めるべきであるといいますか、ＰＬでも事業者対事業者での訴訟
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がやや目立っております。その中で、ディフェクティブウォーニングといいますか、指示・

警告上の欠陥というものが問われる部分もなくはないので、情報を収集して共有化するこ

とは確かに大切で、これはやっぱりやっていかなくてはいけない。しかしそれをどのよう

に伝えていくのかが問われます。 

 特に大きい事故、この前の部会でご発言がありましたけれども、専門、いわゆる労災の

ほうが、非常に重篤、重大な事故が多いということがあると思いますが、そういったとこ

ろへの情報の提供というのが、やっぱりちょっと不足している側面があるのではないかと

いう感じがしましてご発言を聞いておりました。 

【部会長】  何か事務局から。 

【事務局】  実は、当初、この部会を設置させていただいたときは、本来は、まさに先

生方がおっしゃったように、この部会で事故事例を踏まえた対応を検討していただくこと

になっていたのですが、この資料のまとめ方も、これだけ非常に多岐にわたると、十分に

できていないというのは事実でございますので、今後、どのようにやっていくかというこ

とも踏まえて、少しご指摘を踏まえて考えていきたいと思います。 

 それから、先ほどの事故の情報提供については、少し３のところで考えたいと思います。

どういう形で、どこに提供していくかということと、それから、実は４―３のところで出

てきた意見というのは、保守管理会社が保守点検をする上で必要な情報を製造者に義務づ

けるという趣旨だと思いますので、先生のご指摘とはちょっと違う面もございますが、む

しろ事故情報を例えばメーカーから出してもらうようなことをやるべきではないかという

ご指摘もございますので、何らかの形で、ここでそういうことにも少し触れさせていただ

いたらどうかと考えています。 

【部会長】  他に何か。 

【委員】  私は、機械安全とか労働安全を専門にしているんですけれども、ここで言う

エレベーターも、遊戯施設も、ある意味では機械です。世界的な常識からいいますと、ま

ずメーカーが安全な機械をつくる責任があって、その情報に基づいて管理をして、その管

理者の注意に従ってユーザーが使うという、この順番は決まっている、世界の常識になっ

ているんですね。 

 そうしますと、保守点検のほうから見ると、この機械はどこが危なくて、どういう注意

をするべきかという情報、リスクアセスメントの結果を提示すべきなのです。リスクアセ

スメントに関しては、設計した側、作った側が、この機械、この施設設備には、どこにど
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のようなリスクがあって、それに対してはどういう安全装置がついていて、そしてどこを

保守点検すべきか、危ないところはどこかということをきちんと明示して、初めてユーザ

ー側、使用者側、管理者側に渡すというのが流れです。 

 そういう観点からしますと、やはりもう少し、エレベーターで言いますと、エレベータ

ーの製造メーカー、または製造の業界・団体に対して、安全の技術情報を明確に出すとい

うことを要求すべきです。今度の改正労働安全衛生法では、事業者、要するに機械を買っ

て作業者に仕事をさせる場合の機械についてのリスクアセスメントは、メーカーに対して

資料を提供すべきということを、努力義務ですけれども、明記してあります。エレベータ

ー、遊戯施設等にも同じ発想で対応すべきだと思います。この報告書を見ると、それが少

し弱過ぎるというのが私の感想です。 

 もう一点は、ヒヤリハットその他の情報、これは非常に有益な情報ですので、それをど

のように集めてというのは書いてありますけれども、誰が解析して、その結果をどのよう

にフィードバックして、メーカー側に、ある意味で設計基準を直したり、注意したりとい

うことをさせるのか、その機関、機構が、これを読むと、あまりはっきりしていないとい

うことです。 

 以上２点です。 

【部会長】  ありがとうございます。 

【事務局】  実は、私どもの法体系というのは、基準を決めて、基準に従って作ってい

ただくということですから、工法の基準として、具体的な基準も決めております。したが

いまして、ある意味、問題があるのであれば、その基準を直していくということが基本的

な考え方かと思います。 

 したがって、事故情報、ここにある情報の開示のところも、基本的に、今回、いろいろ

点検基準などを議論していただきましたが、大部分は基準の中で決められるのではないか

と考えているものですから、それに不足するものについて、どこまでおっしゃるようなこ

と、全くブラックボックスでありますね、そういったことも必要かと思うのですけれども、

むしろ基準で明確にしていくことによって対応すべきではないかということでこういう形

にしていただいているということです。ですから、仮に問題があって、基準上の不備があ

るということであれば、むしろ私どもが決めている技術基準を直していくということで、

それを守らせるということでやっていくことになるのではないかと考えています。 

【委員】  これは国土交通省だけの問題ではない。日本全体でそのことに問題があって、
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機械・施設に関して厚生労働省も、経済産業省も、国土交通省も、安全の考え方というの

はある程度統一した考え方を持っていく必要があるかと思っています。多分省庁を超えて

しまうので難しいかもしれませんけれども、是非そういう基準法の案をこちらから出して

いただきたい。日本全体で統一的に、どこから見ても同じ考え方でやって欲しい。そして

こういう建築物については、今言った上の基準法の基準にのっとるという形で各分野にお

いて決める。そして専門的なものは専門家に任せる、基準のつくり方、チェックの仕方と

いうものを、ある程度、その機械、施設・設備の専門家に任せるという形、技術基準もそ

ういう形をとっていったほうがいいのではないかと思います。 

 それは、エレベーターとか遊戯施設だけではなくて、機械系全体の考え方につながるか

と思いますので、ぜひ国土交通省から日本全体で統一的な方向に提案していっていただけ

ればありがたいなと思っています。 

【事務局】  短期的には少し難しいかと思いますので、引き続き、検討すべき課題の中

で、ご指摘のようなご意見を踏まえて検討させていただきたいと思います。 

【部会長】  他にございますか。 

 私も今の話で何か対応できることとしては、４の引き続きという項目か、言葉としてど

う表現するかは別にして、リスク情報をちゃんと開示するようにということを盛り込むと

したら、９ページの①の技術的基準のところに少し補足的に書けないかなと。新たに起こ

すのは、建築基準法の体系のところから言ったら難しいので、技術的基準の部分ではある

のかなという提案でございます。 

 それともう一つ、皆様方から、今、非常に言われていたことは、１１ページ（３）の事

故情報等の収集、これは、国土交通省として、また建築基準法の体系の中でできる内容と

いうことを、この取りまとめの中に出すということの条件はあると思いますが、集めた情

報をどう利用するかという活用の仕方を少し検討すべきという項目も入れても。ただ、ど

こが活用するかと具体的に機関名を挙げるわけにはまだいきませんが、集めたものをどう

するかというのが少し抜けている。これは補足してもいいのかなという提案でございます。 

【事務局】  私どもも、先ほどの部会長からのご指摘の点も含めて、むしろ（３）で、

そういう情報提供をもっとしっかりとやるべきだということを記載することを考えていま

したが。 

【部会長】  いかがでございますか。他に。 

 どうぞ。 
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【委員】  報告書自体は大分読みやすくなっているのかなと思ったんですが、全体とし

て申し上げたいのは、建築基準法の基本的な今の現行制度というのがどのぐらいまで射程

があるのかという問題も別途ありますが、この報告書の構成からいきますと、ご説明がな

かったのですが、５ページのところに「現行制度の概要と課題」というのがあって、そこ

で個々の問題が挙げられていて、それに対応する形で今後の方針みたいなことが書かれて

いるという構成になっているんですが、私としては、制度論のところに、今着目をしてお

りまして、そうすると、例えば５ページですけれども、設置時の安全確保について、技術

的基準をどうするのかというようなところがあって、下のほうへ行くと、「建築主事等が建

築確認・検査において性能を審査することが難しい」というようなことが書いてあって、

これについては、８ページになると、基準の充実・強化、あるいは９ページの上のほうで

すけれども、安全装置の設置・改修を推進するという形で対応すると。仕組みは結構深刻

な問題があるということを指摘しつつ、わりと量的に対応するというように全体としてな

っていると思います。 

 もう少し戻ると、６ページで、今度は確認審査について、現行制度については、後半の

ところですが、「遊戯施設の審査に苦慮している」とか、「審査が十分に行われていない可

能性があるとの指摘がある」という話があって、これについても、９ページに行くと、一

応第三者による性能評価等を受けた上で、大臣が認定する制度を検討すべきだとかいうの

もあるのですが、研修をやるということですね。 

 それから使用時の安全確保につきましても、これも現行制度については６ページ、７ペ

ージで動向を詳しく書いてあって、一級建築士等については懲戒の対象になるとか、資格

が失効するとかいうことがあるけれども、「しかし」と来て、適切な定期調査・検査が実施

されていないおそれがある、処分の手続がない、それから次の段落に行くと、判断が難し

くて是正命令に踏み切りにくいというのがあって、結構決定的な、制度的な問題点という

のがかなりビビットに書かれていて、問題を正しく認識することはとても大事なことなの

で、この報告書は、多分、後半部分より前半部分の制度論の認識のところがすごく重要じ

ゃないかなと思っていまして、すごく問題というか、行政の守備範囲ということからしま

すと、要するにここに大きな限界があるのだということがある意味では出ているのかなと

いうふうに私は理解しました。 

 建築行政の場合は、とりわけ一般的な市民の自由の領域に対する干渉の度合いと言いま

すか、そういうものも比較的軽微だし、また生活全般にかかわる、非常に広範であるとい
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うことで、おのずと行政の役割というものは、その全部に対して踏み込んでいくというこ

とにはならないわけで、ということは、コメントをするとしますと、ある種のリスク分散

みたいなことに市民のほうはどうしても受けとめざるを得ないようなリスクの領域という

のがあって、行政としてはここまでですよということを多分読み取ることができると理解

せざるを得ないといいますか、だからとりあえず問題をちゃんと認識するというところで、

その次、どうするのかということは、総合的、長期的に、全省庁的に考えるということに

なるのかと思いました。 

 最後に申し上げたいのですが、７ページで、所有者等による維持保全の徹底云々の話で、

保全計画を作って、国土交通大臣指針を定めて、それをなるべく守りましょうねというこ

とで、これに対しては、対応としましては１０ページの②のところで、必要な指導を行う

必要があるということで、これも量的に少しずつ対応していくということで、それはそれ

でいいのですが、これもある種の行政の従来型のビジネスモデルがどこまで有効かという

問題があって、自分の罪を隠すようなことにもなるけれども、例えば科研費を申請すると

きに研究計画を立てるのですが、いろいろ各方面から言われるけれども、計画を立てたと

いうことと、それから報告をするということと、本当に実際に計画どおりにやるかという

のは別でして、それら人間の本性に合っていないようなところがどうもあるのではないか

という気もいたしまして、このあたりも、どこまで効果があるのか。 

 だからといって、行政としてできることには限度があるので、最終的には本人が悪いと

いうことになるのでしょうけれども、そういう問題はあるので、私としましては、１１ペ

ージ、引き続き検討すべき課題で４行ほど書いてありますが、こういう問題について、複

眼的にというか、国家・国民の立場に立ってしっかりと考える必要があるなということで、

コメントとさせていただきたいと思います。 

【部会長】  どこをどうすべきというコメントではないんですか。 

【委員】  前半部分はなかなかよろしいと思いますが、後半部分を充実して書きたいけ

れども、それはこの部会の守備範囲を相当程度超えるだろうと思います。 

【部会長】  ありがとうございました。これはコメントということで承っておくという

ことにしておきます。 

【委員】  コメントということで、よその分野のヒヤリハットの話をしておきたいと思

います。私は、今、医療事故のことについていろいろと調べているんです。そういう医療

事故のことについては、日本医療機能評価機構というところがございまして、これは、平
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成１６年度から、相当きめの細かい報告義務があります。 

 医療施設には報告義務のあるところと自己申告のところがあります。義務は、国立病院

とか、そういう国立系約３００、それから自己申告がいくつかあります。平成１８年度の

データで言うと１年間に約１,３００件、詳しく言うと１,２９６件ですが、非常に細かく

分析されています。ネットにも出ておりますけれども、約３００ページの報告書です。ヒ

ヤリハットも含めて、死亡事故も含めて、あらゆる事故がどのような状況で起きたかとい

うことを非常に細かく書いている。これは一つの参考になるのではないかと思います。 

 そういう医療事故をどのようになくしていくかということで、私も労働安全のことをい

ろいろと調べますと、ＫＹＴという一つの手法がありますし、あるいは最近、企業ではＥ

Ｑという、事故というのはシステムの欠陥の部分と個人の性格の欠陥の部分がありまして、

個人の性格、要するにＩＱではなくてＥＱという感情をどのようにコントロールするかと

いう世界がありまして、企業では、そういう事故を起こしやすい人、起こしにくい人と、

かなり分かれているので、そういう起こしやすい人をどのように見分けるか、そういう性

格判定みたいな仕組みがあります。 

 そういうことを総括的に見ていくと、事故というのは、技術的基準をいくら厳しくやっ

てもなくならない。やはりそこからいろいろな問題が出てきているわけですから、それを

トータルで事故・安全というものを考えていかないとなくならないのではないかと考えて

います。技術基準だけではなくて、その周辺も、国交省では難しいことはよくわかってい

ますが、これからちょっとお考えになっておいた方がよいのではないかということです。 

 以上、意見です。 

【部会長】  ありがとうございました。 

【事務局】  いろいろご指摘はございまして、とりあえず早急に講ずべき施策というの

は、現行の制度で、できるだけ早くやらなければいけないということでまとめさせていた

だいております。 

 実は、事故情報のことは私どももいろいろ勉強させていただいて、法体系をかなりドラ

スティックに変えないとできないのではないかという結論になった関係で、こういう形に

しております。やるとすれば、いわゆる、今、言われる消費生活安全法のように、これは

自己規制です。事故が起こることを前提にして事故報告を出させて、事故対応をするとい

う方法もあります。 

 もう一つは事業者に対して規制して、先ほどの医療法の関係も事業者を規制してやって
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いると思いますが、事業者を規制してやるということになりますので、そうすると一般の

建築主を対象にしている基準法とは別の方法を考えないと、法的にはなかなか難しいとい

うことでございまして、そこについては、今後の課題として少し検討させていただきたい

ということで、こういう形にさせていただいております。 

【委員】  皆様の意見、ごもっともだなと思って聞いていましたが、１つだけ、こうい

うこともあるということを申し上げたいのですが、事故と一言で言っていますけれども、

ここで対象にしている昇降機、遊戯施設等という、そういう性格の事故と、建築物の中で、

今日は雪ですけれども、すべって転ぶとか、階段から落ちるとかいう事故、このリスクの

あり方とか、責任の所在とか、防止の方向とかが随分違うわけですね。そういうことを超

えて一律に考えると、ひずみというか、おかしなところが出てくるという気がいたします

ので、その辺をよくわきまえてといいますか、よく見てこういう問題を議論する必要があ

ろうかと考えます。 

【部会長】  ありがとうございました。ただいまのご意見は、部会に対するご意見とい

うふうに聞いておきます。 

【委員】  はい、意見でございます。 

【部会長】  ほかに何か、今回の安全確保についての「とりまとめ（案）」についてのご

意見、ご指摘、ご発言はございますでしょうか。 

【委員】  今のお話を伺っていて、ごもっともだなというか、昇降機、遊戯施設という

のが、例えば先ほどからご発言のあったリスクアセスメントの原則、どういう位置づけが

あるかというと、非常に複雑であると、今、お話のあった内容に帰着すると考えておりま

して、特に遊戯施設などというものは、国内のメーカーで何か安全基準みたいなもので規

制すればそれで済むのかということではなくて、ほとんどが輸入の機械で、それを日本に

持ってきて設置するような環境でございますので、そういったところを、規制したからす

べてが解決するという簡単な問題では済まないような気もしております。 

 ですから、その点、例えば総プロというのが動いておりまして、その点では、リスクア

セスメントの原則みたいなことを国内の法的なものに折り合わせていくかという議論を実

はしておりますので、やはり時間をかけて考えるべき施設なのかなと思っております。 

 例えば遊戯施設などというのは、ジェットコースター一つをとらえると、レールを走っ

ているものは機械ですけれども、設置する基礎などというのは建築の部分であって、建築

で見ないといけない部分と、機械で見ないといけない部分と、結構融合しているところが
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あって、機械ですべてという話にもならないということを、機械の分野の人間として、今、

如実に感じているところでございますので、その点の難しさをどうクリアしていくかとい

うのは、今後十分検討する必要があると思っております。 

【部会長】  ありがとうございました。ただいまの意見は、多分この最後のページの「引

き続き検討すべき」という大きな中に含まれる項目に我々は考えていると思います。 

 ほかに何か。よろしゅうございますか。 

 それでは、ただいま皆様から貴重なご意見をいただきましたので、このご意見の趣旨を

踏まえて取りまとめを行いたいと思います。その結果につきましては、皆様方のご意見を

私も復唱いたしましたので、部会長である私と事務局のほうで作業を進めるということで

一任をさせていただきたいというのが私からの提案でございます。いかがでございましょ

うか。 

（「異議なし」の声あり） 

【部会長】  よろしゅうございますか。 

 それでは、この資料４の意見の取りまとめにつきましては、今日いただきましたご意見、

それから４―３をもう一度精査するという形で、私と事務局のほうで成案を取りまとめる

という作業に入らせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。 

 それでは最後に、今の資料４―２の８ページでしたか、早急に講ずべき施策という方向

で、方向性はお認めいただいたということで、定期報告制度見直しのワーキングチームの

設置ということを皆様方にお諮りしたいと思います。それにつきまして、資料５について、

事務局からご説明をお願いしたいと思います。 

【事務局】  それでは、お手元の資料５に従いましてご説明させていただきますが、早

急に講ずべき施策の中で、設置時の安全対策、どちらかというと、いろいろな技術基準と

か、認定制度の問題、それから使用時の安全確保ということで、定期報告の見直しとか、

維持保全の徹底の方策、それから最後に事故情報ということでございましたが、技術基準

については、先ほどご紹介がございましたけれども、別途、私どもの研究所を中心といた

しまして総合技術開発プロジェクトが進められておりまして、その中で、専門的な方にご

議論をいただいているところでございますので、この部分についてはそちらのほうで議論

を詰めていただこうと思っております。 

 このワーキングでございますが、定期報告とか、その維持保全の関係で、これから具体

的に、資格者の講習のあり方を見直していくとか、定期講習をどのように実施していくか
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とか、それから資格者のいろいろな手続をどうするか、維持保全計画をどのようにやって

いくかということについては、少し細部の詰めをやっていただく必要があるのかなと考え

ておりまして、そのためのワーキングを設置していただいて、年内ぐらいを目途にまとめ

ていただいて、またこの部会で報告して、議論していただいたらどうかということで、こ

ういうワーキングの設置をご検討いただきたいということでございます。一応座長につい

ては、いろいろ定期報告を今まで議論していただいてきていますが、○○にお願いしたら

いかがということで考えております。 

 以上でございます。 

【部会長】  ありがとうございました。ただいまの資料５について、何かご意見、ご質

問はございますでしょうか。 

 技術的な内容については、○○が委員長でしたよね。総プロのほうで、技術的助言はや

っていただいていると。 

【委員】  はい、そろそろ取りまとめです。 

【部会長】  今回、この報告制度ということについて、ワーキンググループということ

で、この設置を、皆様方、ご了承いただけるでしょうか。期間は、年度内ではなくて年内

ですので、１２月という。要望としては、問題点がいくつかあるようですので、取りまと

めるところからまとめていただいて、それを部会に諮るというスタイルでやらせていただ

きたいと思います。年内１２月ということで、余裕を持たずに、できるところからやって

いただきたいというのが要望です。よろしいでしょうか。 

 では、これでワーキンググループの設置を認めて、○○に全体の取りまとめをお願いし

たいと思います。ご了承いただけるということでございます。 

 じゃあ、他に何か議題はございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

【事務局】  次回は、本日の取りまとめをしていただいて、部会長一任ということでご

ざいますので、次回の日程については、決まり次第、またご連絡申し上げたいと思います。 

【部会長】  ありがとうございました。 

 本日は、足元の悪いところご参加いただきまして、ありがとうございました。では、本

日の部会をこれで終了させていただきます。 

 

―― 了 ―― 


